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株主優待制度の変更に関するお知らせ 

 

 平成18年10月12日開催の取締役会におきまして、下記のとおり株主優待制度の変

更を決議いたしましたのでお知らせいたします。 

記 

１．変更の主旨 

 当社は、株主優待制度を変更し拡充を図ることで、株主の皆様のご期待にお応えすると

ともに、当社事業へのご理解を深めていただき、当社株式への投資魅力を高めていきたい

と考えております。 

    

２．変更の内容 

（１）変更前 

  １）株主優待制度の内容 

株主優待券（券面額100円）の贈呈 

 ２）発行の対象者 

    8月末日現在の株主及び実質株主、2月末日現在の株主及び実質株主 

３）贈呈基準 

   次のとおり年2回にわけて行います。 

持 株 数     年 間 贈 呈 額     1回当たり贈呈額 

1,000株～1,999株 100円券×160枚＝16,000円の優待券 100円券× 80枚＝ 8,000円の優待券 

2,000株～2999株 100円券×320枚＝32,000円の優待券 100円券×160枚＝16,000円の優待券 

3,000株～3999株 100円券×480枚＝48,000円の優待券 100円券×240枚＝24,000円の優待券 

4,000株～4,999株 100円券×640枚＝64,000円の優待券 100円券×320枚＝32,000円の優待券 

5,000株以上 100円券×800枚＝80,000円の優待券 100円券×400枚＝40,000円の優待券 

※上記優待券は、1回のお買い上げ金額1,000円以上（消費税込み）につき、1,000円ごとに 

 各 1枚使用できるものです。 

 



 （２）変更後 

 １）株主優待制度の内容 

①東京都、埼玉県、千葉県（当社店舗のある都県）にお住まいの株主 

→株主優待券（券面額100円）の贈呈 

②上記地域以外（当社店舗のない道府県）にお住まいの株主 → 図書カードの贈呈 

※交換もできます。 

株主優待券を受領された株主のうち図書カードとの交換をご希望の方、または、 

図書カードを受領された株主のうち株主優待券との交換をご希望の方は、到着し

た未使用の株主優待券もしくは図書カードの全部を返送していただければ、当社

贈呈基準による持株数に応じた図書カードもしくは株主優待券と交換いたします。 

 ２）発行の対象者 

8月末日現在の株主及び実質株主、2月末日現在の株主及び実質株主 

３） 贈呈基準 

    次のとおり年2回にわけて行います。 

① 東京都、埼玉県、千葉県（当社店舗のある都県）にお住まいの株主 

持 株 数     年 間 贈 呈 額     1回当たり贈呈額 

1,000株～1,999株 100円券×160枚＝16,000円の優待券 100円券× 80枚＝ 8,000円の優待券 

2,000株～2999株 100円券×320枚＝32,000円の優待券 100円券×160枚＝16,000円の優待券 

3,000株～3999株 100円券×480枚＝48,000円の優待券 100円券×240枚＝24,000円の優待券 

4,000株～4,999株 100円券×640枚＝64,000円の優待券 100円券×320枚＝32,000円の優待券 

5,000株以上 100円券×800枚＝80,000円の優待券 100円券×400枚＝40,000円の優待券 

※上記優待券は、1回のお買い上げ金額1,000円以上（消費税込み）につき、1,000円ごとに

各１枚使用できるものです。 

 ② 東京都、埼玉県、千葉県以外（当社店舗のない道府県）にお住まいの株主 

持 株 数     年 間 贈 呈 額     1回当たり贈呈額 

1,000株～1,999株 2,000円の図書カード 1,000円の図書カード 

2,000株～2,999株 4,000円の図書カード 2,000円の図書カード 

3,000株～3,999株 6,000円の図書カード      3,000円の図書カード   

4,000株～4,999株 8,000円の図書カード 4,000円の図書カード   

5,000株以上 10,000円の図書カード       5,000円の図書カード  

 

３．変更の実施時期 

   平成18年8月31日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録された株主 

の皆様を対象とする優待制度から実施いたします。 

以 上 


